
５月のイベント など

●4/25（土）～5/31（日）
〇�かのやばら祭り 2026 春
　9:00～18:00（～5/6）　9:00～17:00（5/7～）
　かのやばら園
問かのやばら祭り実行委員会　TEL 0994-40-2170

●5/9（土）
〇�とっておきの音楽祭 in かのや2026
　10:00～15:00　リナシティかのや
問NPO法人とっておきの音楽祭 in かのや 事務局
　TEL 080-2758-1654（江之口）

●5/23（土）
〇�第52回鹿児島ブロック大会 in 鹿屋
　9:00～18:00　リナシティかのや
問（公社）日本青年会議所九州地区鹿児島ブロック協議会
　TEL 099-222-1342

住宅の耐震や
リフォームへの補助金

●補助額
〇昭和 56 年６月以降に建築又は着工した住宅

〇加算補助金

〇昭和 56 年５月以前に建築又は着工した住宅

※事前の耐震診断による耐震性の確認が必要
●�対象者　市内に居住及び住民登録し、市税を滞納してい

ない人又は市外からの転入者
●�施工業者　市内に本社、支社、営業所等を有する法人又

は市内に住所を有する個人業者
●�事前申込　４月 22 日（水）～５月 22 日（金）に申込

書を提出
※応募者多数の場合は抽せん
※�申込書は市建築住宅課、市ホームページに有り

申
請

問市建築住宅課　TEL 0994-31-1129

補助対象経費 補助限度額
住宅改修（リフォーム）費用の一部 20 万円

補助対象経費 補助限度額
耐震診断費用の一部 10 万円
簡易耐震改修工事費用の一部（耐震シェルター等） 100 万円
耐震改修工事費用の一部 200 万円

耐震改修
（リフォーム）
費用の一部

耐震性を有する住宅又は
簡易耐震改修工事を行う住宅 20 万円

耐震改修工事を行う住宅 30 万円

補助対象経費 補助額
市外からの転入者

10 万円
高校生以下の子どもが３人以上いる世帯
三世代以上で同居している世帯
居住誘導区域内等に定住するために中古住宅を
購入し改修する世帯

軽自動車税の減免

●障がい者に対する減免
　一定級以上の身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福
祉手帳を所持している人
※障がい者１人につき１台まで
※普通自動車税の減免を受けている人は対象外
※�以前申請をした人でも、障がいの程度変更や車の買い替

え、使用状況が変わった場合は再度申請が必要
〇対象の軽自動車
①�一定級以上の障がい者本人が運転する障がい者本人名義

の軽自動車
②�一定級以上の障がい者の通院・通学・通勤のために生計

を同一にする人又は障がい者を常時介護する人が運転す
る障がい者本人名義の軽自動車

※�精神障がい者、知的障がい者又は 18 歳未満の身体障がい者
である場合、生計を同一にする人の名義の軽自動車を含む

●軽自動車の構造に対する減免
〇�対象＝主に身体障がい者等が利用する構造の軽自動車
（車いす昇降装置や固定装置、浴槽のある車　など）

※�車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等の記載がな
い場合はその旨の分かる写真などの添付が必要

●�必要なもの　令和８年度軽自動車税納税通知書、車検証、
運転者の運転免許証、各種障害者手帳、生計同一証明書

（市福祉政策課、総合支所住民サービス課で交付）
※�生計同一証明書は障がい者本人と生計を同一にする人や

常時介護者が運転する場合に必要
●�申請期間　５月上旬発送予定の納税通知書が届いてから

６月１日（月）まで
※申請期間を過ぎた場合は手続き不可

申
請

問市税務課　TEL 0994-31-1112

鹿屋市コンパクトシティ
推進住宅取得支援補助金

●�補助対象者　居住誘導区域内等に新築又は中古住宅を購
入し、本市に住民登録をする人

●補助内容
〇新築住宅の取得（建売住宅の購入も含む）＝ 30 万円
〇中古住宅の購入＝ 30 万円
※転入者に 30 万円、子育て世帯に 20 万円等の加算有り
●補助要件
〇取得住宅は不動産登記法に基づく登記をしていること
〇居住する世帯員全員が住民登録をしていること　など
●�申請　市に事前相談のうえ権利部の登記完了後１年以内

に申請書を提出　※予算に達し次第受け付けを終了

申
請

問市建築住宅課　TEL 0994-31-1129

がけ地近接等危険住宅移転
事業費の補助金

●補助額

●�対象　現在居住しており、次のいずれかの要件を満たす
住宅

〇災害危険区域及びレッドゾーン内の住宅
〇昭和 46 年８月 31 日以前建築のがけに接する住宅
●申請　８月 28 日（金）までに連絡

申
請

問市建築住宅課　TEL 0994-31-1129

補助対象経費 補助限度額
危険住宅の解体・移転経費 97 万 5 千円
危険住宅に代わる住宅の建設・購入
のため、融資を受けた場合の借入金
の利子相当額（年利 8.5％限度）

住宅建設費  　465 万円
土地取得費  　206 万円
敷地造成費 60 万 8 千円

鹿屋市危険ブロック塀
安全対策費の補助金

●補助額

●�対象　耐震診断により１項目以上の不適合があり、高さ
80㎝以上で市道等に面しているブロック塀

●申請　申請書を提出
※申請書は市ホームページに掲載
※予算上限に達し次第受け付けを
　終了

申
請

問市建築住宅課　TEL 0994-31-1129

補助対象経費 補助限度額
道路沿いの危険ブロック塀等の解体撤
去又は改修に要する経費の一部 20 万円

危険空家解体撤去工事補助金
危険空家解体跡地利活用補助金

〈①危険空家解体撤去工事補助金〉
●�補助対象者　危険空家の所有者・相

続人　など
●�補助内容　解体撤去工事費用の３分

の１（上限 30 万円）
●補助要件
〇市が実施する危険度判定基準を超えていること
〇�解体業者が建設業法の許可を受けた市内業者等であること
〇解体・撤去後の跡地利用があること　など
●�申請　市に事前相談のうえ 11 月 30 日（月）までに解

体撤去費用の見積書、位置図、現況写真等を提出
〈②危険空家解体跡地利活用補助金〉
●�補助対象者　令和５年４月１日から

令和８年３月 31 日までの間に①の
補助金の交付を受けた人

●�補助内容　解体撤去工事費用の２分の１の額から①の補
助金で交付を受けた額を差し引いた額（上限 30 万円）

●補助要件
〇�危険空家を解体した跡地が、鹿屋市立地適正化計画に定

める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内にあるこ
と

〇�跡地を含む敷地に居室を有する建築物が建築され、危険
空家を解体した日から２年以内に表題登記が完了してい
ること　など

●��申請　市に事前相談のうえ表題登記が完了した日の翌日
から起算して６か月以内に申請書を提出

※①②ともに予算上限に達し次第受け付けを終了

申
請

問市安全安心課　TEL 0994-31-1124

▲市ホームページ
　（撤去工事補助）

▲市ホームページ
　（跡地利活用補助）

大隅のイベント
●5/3（日）～5（火・祝）
〇�たるたるぱあく春祭り
　道の駅たるみずはまびら（垂水市）

●5/5（火・祝）
〇�こども記念日×おおすみハナマルシェ
　10:00～16:00
　大隅広域公園大隅アリーナ21（肝付町）
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